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はじめに
本日はこのような機会を頂き感謝いたします。

「生活保護制度」及び「包括的な相談支援」
（「断らない相談支援」)を目指して実践し
ている「生活困窮者自立支援制度」の現状や
審議会部会での議論をふまえてお話します。

今後どのように連携しながら、困難な問題を
抱える女性を「共に」支援していくことがで
きるか、皆様の検討の一助となれば幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。



1．生活困窮者支援における困難な
問題を抱える女性の現状（生困）

出典：生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会（第１回）令和3年10月25日 （資料3）



1．生活困窮者支援における困難な
問題を抱える女性の現状（生保）

出典：社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会（第14回）令和4年6月3日 （資料2）



2．「女性支援法」への期待
新法の意義は、困難な問題を抱える女性の
人権、尊厳、意思が尊重される中で、女性
福祉の理念に立脚して、支援の充実がはか
られることであると思います。

「女性支援法」が、当事者を主体とし、
他領域他制度と有機的な連携をしながら、
女性の困難な問題の解決に止まらず、
個々の女性の福祉（しあわせ）を実現する
ための支えとなり、大きな推進力となるこ
とが期待されます。



3．困難な問題を抱える女性へ
の支援に向けた連携に向けて

他領域他制度との連携は「女性支援法」が
縦割りの1つの制度とならないため、そし
て、制度・支援者・当事者が孤立しないた
めにも、極めて重要であると思います。

「地域共生社会の実現」に向けた取組みに
「女性支援法」がどのようにかかわるか、
支援において密接な領域である生活保護制
度、生活困窮者自立支援制度と、いかに連
携を進めるかは、課題であると考えます。



＜参考資料1：他制度との連携＞

出典：社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会（第17回）令和4年7月29日 （資料3）



＜参考資料2：会議体同志の関係＞

出典：社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会（第21回）令和4年10月14日 （資料2）



4．よりよい支援・連携に向けて ①

（1）理念の共有

女性支援法の関係者はもとより、連携する
人々とも理念を共有することが大切です。

理念の具現化は容易でないことを前提とし
て、関係者全員が「理念」と「理念を実現
するための倫理・基本姿勢」を共有し実践
できるような不断の取組みが不可欠です。
（生困制度では国研修が理念をふまえた実践を広
げるプラットフォームになっています。研修は国
が責任を持って実施する方向。行政の制度所管担
当者と支援者が共に学ぶ場とすることが重要。）



4．よりよい支援・連携に向けて ②

（2）連携のあり方

「連携」とは「面識を持つ者同士が、相互理
解のもとで物事に一緒に取り組むこと」です。

「つなぐ支援」ではなく「つながる支援」を
しないと制度・支援者・当事者が孤立します。

切れ目のない支援には「のりしろ」が必須。

当事者を置き去りにしないこと。本来、いか
に連携するかは、個々の当事者の状況により
異なることを再確認する必要があります。

（「役割分担」が、支援者目線の「割り振り」にならないように…。）



＜参考資料3：連携の考え方＞

出典：社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会（第17回）令和4年7月29日 （資料3）



4．よりよい支援・連携に向けて ③

（3）支援に必要とされる用語や概念の

正しい理解と共有

例1：「援助」「支援」「自立」とは？

例2：「自己決定」（の原則）とは？

⇒＜「自己決定」（の原則）について＞
「自己決定」は「相談者本人が自分で決め、決めたら自分で責任をとること」
ではない。（✕）
本来の原則は、支援者が「本人が決めるプロセスを支える」こと。（〇）
本人の決定は変化する。気持ちの「揺れに付き合う」ことや、
支援者が「自己決定のあとを担保する」ことも、重要である。
（参考文献：『生活困窮者自立支援法自立相談支援事業従事者養成テキスト』中央法規出版、
2014年、P156～159。）



4．よりよい支援・連携に向けて ④

（4）これからの対人援助のあり方

出典：「地域共生社会推進検討会」最終とりまとめ（概要版）令和元年12月26日



おわりに
女性支援（福祉）の領域では、まだまだ、
当事者が声をあげることが難しい状況にあ
ると思います。しかし「当事者の声」こそ、

支援を良質なものとするための、重要な鍵

になると考えます。

「理念」を支援に関わる方々の「灯」に、

「当事者の声」を大切にしながら、

他領域他制度とつながり、新法にもとづく

「新たな支援」を展開していただくこと

を願っています。本日はありがとうございました。



＜参考URL＞
社会保障審議会(生活困窮者自立支援及び
生活保護部会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/s
hingi-hosho_443308.html

地域共生社会に向けた包括的支援と多様
な参加・協働の推進に関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpag
e_04612.html

困窮者支援情報共有サイト：みんなつな
がるネットワーク（厚労省委託事業）

https://minna-tunagaru.jp/
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